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事  務  連  絡 

令和６ 年 12 月 27 日 

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（ 局）  御中 

特 別 区 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 地 域 医 療 計 画 課 

厚生労働省医政局医薬産業振興・ 医療情報企画課 

厚生労働省健康・ 生活衛生局感染症対策部感染症対策課 

厚 生 労 働 省 医 薬 局 総 務 課 

 

 

今冬のイ ン フ ルエン ザ等の感染拡大に備えた注意喚起について 

 

平素より 、 イ ン フ ルエン ザ等の感染症対策に御尽力、 御協力を 賜り 、 誠にあ

り がと う ございます。  

例年、 イ ンフ ルエンザは、 特に 12 月下旬以降に一層の感染拡大が見ら れます。

第 50 週（ 12 月９ 日～15 日） の感染状況は別添１ のと おり ですが、 年末年始の

連休中の更なる感染拡大が予想さ れます。  

各自治体においては、 すでに様々な対策が講じ ら れているも のと 承知し てい

ますが、 改めて「 今冬の新型コ ロ ナウイ ルス感染症の感染拡大に備えた保健・

医療提供体制の確認等について」（ 令和６ 年 11 月 26 日事務連絡）（ 別添２ ） や

「 今般の感染状況を 踏ま えた感染症対症療法薬の安定供給について（ 協力依

頼）」（ 令和６ 年 12 月 17 日事務連絡）（ 別添３ ） などを 確認いただき 、 特に外来

医療体制や地域住民等に対する 基本的な感染対策、 医薬品の供給などについて、

年末年始の連休を 見据えた対応に遺漏なき よう お願いいたし ます。  

医療提供体制については、 在宅当番医制及び休日夜間急患セン タ ーの救急医

療体制並びに♯7119、 ♯8000 及び救急相談アプリ 等を 活用し た受診相談体制に

ついて、 都道府県医師会等の地域の医療関係者や消防関係者等と 連携し 、 確認

すると と も に周知いただく よう お願いし ます。  

さ ら に、 医薬品についても 休日・ 夜間の提供体制について、 都道府県薬剤師

会等の地域の薬局関係者と 連携し 、 確認いただく よう お願いし ます。  
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【 添付資料】  

別添１  イ ンフ ルエンザ定点当たり 報告数（ 第 50 週） ( 令和６ 年 12 月 20 日厚生

労働省報道発表資料より 抜粋)  

別添２  今冬の新型コ ロナウイ ルス感染症の感染拡大に備えた保健・ 医療提供体

制の確認等について（ 令和６ 年 11 月 26 日事務連絡）  

別添３  今般の感染状況を 踏まえた感染症対症療法薬の安定供給について（ 協

力依頼）（ 令和６ 年 12 月 17 日事務連絡）  



第46週 第47週 第48週 第49週 第50週

11/11-11/17 11/18-11/24 11/25-12/1 12/2-12/8 12/9 -12/15

北 海 道 1.28 2.11 4.00 8.00 22.58
青 森 県 0.86 1.41 1.98 4.00 7.62
岩 手 県 1.51 2.56 4.78 7.27 18.70
宮 城 県 1.93 2.84 4.15 7.62 15.64
秋 田 県 2.00 3.10 3.39 3.81 7.44
山 形 県 3.28 5.65 6.79 8.74 10.14
福 島 県 2.51 3.66 6.39 9.88 16.80
茨 城 県 1.13 1.29 2.83 7.02 14.20
栃 木 県 1.03 1.33 3.24 5.61 11.72
群 馬 県 1.65 1.93 3.44 6.87 13.02
埼 玉 県 2.15 2.29 5.52 9.74 19.61
千 葉 県 3.10 3.94 8.18 13.23 24.49
東 京 都 2.09 2.39 4.32 8.19 17.36
神 奈 川 県 2.31 2.19 5.49 9.69 19.98
新 潟 県 1.75 1.53 3.16 6.14 10.34
富 山 県 0.48 0.42 1.21 2.92 4.81
石 川 県 1.33 1.33 1.71 2.73 7.40
福 井 県 1.74 1.74 4.26 5.92 10.95
山 梨 県 0.93 0.73 2.10 5.66 17.17
長 野 県 2.89 4.09 9.07 12.47 21.55
岐 阜 県 1.52 2.02 5.54 10.54 20.76
静 岡 県 1.69 1.67 2.26 4.44 11.47
愛 知 県 1.49 2.06 4.66 10.25 23.82
三 重 県 1.74 3.01 5.92 10.35 20.51
滋 賀 県 0.97 1.68 4.18 7.12 17.73
京 都 府 1.42 1.56 3.99 7.40 15.34
大 阪 府 1.97 2.17 4.91 10.05 21.79
兵 庫 県 1.56 1.67 4.22 8.37 19.38
奈 良 県 1.56 1.28 2.72 8.21 18.52
和 歌 山 県 1.15 1.81 3.17 4.92 10.79
鳥 取 県 2.79 4.28 6.45 12.14 21.97
島 根 県 0.87 1.24 3.63 7.34 20.82
岡 山 県 1.37 1.73 3.92 6.25 11.02
広 島 県 1.77 3.27 7.01 12.11 21.79
山 口 県 1.57 1.79 3.75 9.03 20.73
徳 島 県 1.03 1.19 2.27 5.03 13.35
香 川 県 0.81 0.91 2.47 5.77 14.53
愛 媛 県 2.03 2.42 4.75 11.42 28.90
高 知 県 0.52 0.80 2.36 4.23 12.84
福 岡 県 3.49 5.79 11.43 20.30 35.40
佐 賀 県 1.03 1.95 5.74 12.11 28.55
長 崎 県 1.20 1.44 3.64 8.79 16.73
熊 本 県 1.75 1.35 2.95 7.66 19.73
大 分 県 1.34 3.00 6.91 13.41 37.22
宮 崎 県 2.00 2.74 4.31 7.10 16.52
鹿 児 島 県 1.65 1.13 5.03 11.74 29.00
沖 縄 県 5.02 5.52 3.61 4.00 5.18

総　　数 1.88 2.36 4.86 9.03 19.06
昨年同期（総数） 21.66 28.30 26.72 33.72 29.94

区分

インフルエンザ定点当たり報告数推移

別添１
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事 務 連 絡 

令和６ 年 11 月 26 日 

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（ 局）  御中 

特 別 区 

 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市  介護保険担当主管部（ 局）  御中 

  中 核 市 

 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市  障害保健福祉主管部（ 局）  御中 

  中 核 市 

 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市  児童福祉主管部（ 局）  御中 

  中 核 市 

 

各 地方厚生（ 支） 局医療課 御中 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 地 域 医 療 計 画 課 

厚生労働省医政局医薬産業振興・ 医療情報企画課 

厚生労働省健康・ 生活衛生局感染症対策部感染症対策課 

厚生労働省健康・ 生活衛生局感染症対策部予防接種課 

厚 生 労 働 省 医 薬 局 総 務 課 

厚生労働省社会・ 援護局障害保健福祉部障害福祉課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局認知症施策・ 地域介護推進課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 

 

今冬の新型コ ロ ナウイ ルス感染症の感染拡大に備えた 

保健・ 医療提供体制の確認等について 

 

別添２
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平素より 、 新型コ ロ ナウイ ルス感染症対策に御尽力、 御協力を 賜り 、 誠にあ

り がと う ございます。  

新型コ ロ ナウイ ルス感染症（ 以下「 新型コ ロ ナ」 と いう 。） については、 多

く の医療機関において、 感染症患者の受入れや一般患者への対応等の役割を 果

たし ていただいています。  

今夏、 全国の定点医療機関から 報告さ れる新規患者数の増加傾向がみら れた

際には、「 今夏の新型コ ロ ナウイ ルス感染症の感染拡大に備えた保健・ 医療提

供体制の確認等について」（ 令和６ 年７ 月 24 日付け厚生労働省医政局地域医療

計画課ほか連名事務連絡） を お示し し 、 各都道府県において、 感染拡大局面に

も 対応でき る実効性のある 体制を 整備し ていただく よ う お願いし たと こ ろ です

が、 今般、 冬の感染拡大に対応でき る よ う 、 外来・ 入院医療体制の強化、 高齢

者施設等における 対応の強化や地域住民への注意喚起等に関し 、 ご留意いただ

き たい内容を 下記のと おり 改めて整理いたし まし た。  

各都道府県におかれては、 下記の内容を 踏まえつつ、 改めて庁内関係部局と

の連携を 強化する ほか、 都道府県医師会等の医療関係者や、 管内の高齢者施設

等関係者、 消防機関と も 連携し た上で、 各地域における 体制を 確認いただく よ

う お願いし ます。  

 

記 

 

１ ． 新型コ ロ ナの医療提供体制に関する 基本的な考え方 

 ○ 新型コ ロ ナについては、 昨年５ 月８ 日から 感染症法上の位置づけが５ 類

感染症に変更さ れ、 新型コ ロ ナの医療提供体制については、 本年３ 月末ま

でを 移行期間と し て、 入院措置を 原則と し た行政の関与を 前提と する 限ら

れた医療機関によ る 特別な対応から 、 幅広い医療機関によ る 自律的な通常

の対応に移行し てき たと こ ろ 。  

 

○ 今後、 全国で増加傾向が継続し 、 冬の間に一定の感染拡大が生じ た場合、

医療提供体制のひっ 迫を 招く おそれがある こ と から 、 今後想定さ れる 感染

拡大にも 対応でき る よ う 、 ２ 及び３ の内容にご留意いただき 、 あら かじ め

外来・ 入院医療体制の強化に取り 組んでいただき たい。  
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２ ． 外来医療体制 

( 1)  基本的考え方 

○ 外来医療体制については、 患者が幅広い医療機関で受診でき る よう にす

る ため、 こ れまでに、 外来診療にあたる医療機関での感染対策の見直し 、

設備整備等への支援、 応招義務の整理、 医療機関向け啓発資材の作成・ 普

及を 行い、 感染対策の強化を図っ てき た（ ※）。  

（ ※） 医療機関向け啓発資材について 

・「 新型コ ロ ナウイ ルス 感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 啓発資材について

（ 第四報）」（ 令和５ 年 10 月 20 日付け事務連絡）  

 

 ○ 各都道府県においては、 今冬に想定さ れる 感染拡大に備え、 広く 一般的

な医療機関において、 新型コ ロ ナの診療に対応でき る よう 、 発熱等の症状

を 有する 患者を 受け入れる ための適切な準備を 行っ ていただき 、 それでも

なお診療が困難な場合には、 少なく と も 診療可能な医療機関への受診を適

切に勧奨いただき たいこ と について、 あら ためて管下の医療機関等に周知

いただき たい。  

 

 ○ その際、 感染症法第 38 条第２ 項の規定に基づいた都道府県知事の指定に

よ る第二種協定指定医療機関（ 発熱外来を 行う も の） である こ と は、 診療

報酬における 外来感染対策向上加算等の施設基準（ ※） の一つと さ れてお

り 、 また、 こ れまでに医療措置協定の締結を 進めてき たこ と も 踏まえ、 各

都道府県においては、 新型コ ロ ナ患者の外来診療について、 第二種協定指

定医療機関に協力を 依頼するこ と も 考えら れる。  

   なお、 本年３ 月 31 日において現に外来感染対策向上加算等の届出を 行っ

ている保険医療機関においては、 本年 12 月 31 日までの間に限り 、 第二種

協定指定医療機関（ 発熱外来を 行う も の） に係る 施設基準に該当する も の

と みなすこ と が可能と なっ ており 、 本年 12 月 31 日までの間に協定締結を

検討する 医療機関も あると 考えら れる ほか、 厚生労働省においては、 医療

機関が発熱外来の医療措置協定に対応する ための財政支援を 実施し ている

こ と から 、 各都道府県においては、 引き 続き 、 管内の医療機関と の協定締

結を 進めていただき たい。  

  （ ※） 外来感染対策向上加算の施設基準（「 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する

手続き の取扱いについて」（ 令和６ 年３ 月５ 日付け保医発 0305 第５ 号） より 当該施設基

準の一部を 抜粋）  

第１ の４  外来感染対策向上加算 

１  外来感染対策向上加算に関する 施設基準 
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     ( ３ )   感染防止対策部門内に、 専任の医師、 看護師又は薬剤師その他の医療有資格

者が院内感染管理者と し て配置さ れており 、 感染防止に係る 日常業務を 行う こ

と 。 なお、 当該職員は別添３ の第 20 の１ の( １ ) アに規定する 医療安全対策加算

に係る 医療安全管理者と は兼任でき ないが、 医科点数表第１ 章第２ 部通則７ に

規定する 院内感染防止対策に掲げる 業務は行う こ と ができ る。  

( ６ )  ( ３ ) の院内感染管理者によ り 、 職員を 対象と し て、 少なく と も 年２ 回程度、

定期的に院内感染対策に関する 研修を 行っ ている こ と 。 な お、 当該研修は別添

２ の第１ の３ の( ５ ) に規定する 安全管理の体制確保のための職員研修と は別に

行う こ と 。  

( 12)  当該保険医療機関の外来において、 受診歴の有無に関わら ず、 発熱その他感

染症を 疑わせる よ う な症状を 呈する 患者の受入れを 行う 旨を 公表し 、 受入れを

行う ために必要な感染防止対策と し て、 空間的・ 時間的分離によ り 発熱患者等

の動線を 分ける 等の対応を 行う 体制を 有し ている こ と 。  

( 13)  感染症法第 38 条第２ 項の規定に基づき 都道府県知事の指定を 受けている 第

二種協定指定医療機関（ 同法第 36 条の２ 第１ 項の規定によ る 通知（ 同項第２

号に掲げる 措置を その内容に含むも のに限る 。） 又は医療措置協定（ 同号に掲

げる 措置を その内容に含むも のに限る 。） に基づく 措置を 講ずる 医療機関に限

る 。） である こ と 。  

( 14)  新興感染症の発生時等に、 発熱患者等の診療を 実施する こ と を 念頭に、 発熱

患者等の動線を 分ける こ と ができ る 体制を 有する こ と 。  

 

 ○ また、 新型コ ロ ナ診療に対する 医療機関の増加に対応する ためには、 薬

局における経口抗ウイ ルス薬の提供体制の確保も 重要と なる 。 薬局におい

ては、 こ れまでも 自宅療養者に対し 、 経口抗ウイ ルス薬等を 提供し 、 必要

な服薬指導等を 実施し ていただいていると こ ろ である が、 引き 続き 、 地域

において経口抗ウイ ルス薬等の必要な医薬品が適切に提供さ れる 体制の確

保に向けた取組を行っ ていく こ と が重要である。  

 

( 2)  受診相談体制の強化・ 注意喚起等 

（ ♯7119、 ♯8000 等の活用）  

○ 特に、 救急車の適時・ 適切な利用の推進及び救急医療のひっ 迫回避の観

点から 、 都道府県で構築し てき た電話等によ る相談体制（ ♯7119、 ♯8000、

救急相談アプリ 等を 活用し た相談体制） の活用を 図る こ と が有効であり 、

当該相談体制について、 地域住民に改めて周知するこ と が望まし い。  

 

（ 抗原定性検査キッ ト の用意等）  

○ 更なる感染拡大が想定さ れる場合には、 あら かじ め国が承認し た抗原定

性検査キッ ト や解熱鎮痛薬を 用意する こ と 等を 住民に呼びかける と と も に、

有症状者のう ち重症化リ スク の低い方に対し ては、 抗原定性検査キッ ト に

よ る自己検査及び自宅療養を 実施いただく よ う 周知するこ と も 考えら れる 。  
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（ 証明書等の取得のための外来受診について）  

○ 特に感染拡大局面においては、 医療機関等が発行する検査の結果を 証明

する書類や診断書を 求める ため受診するこ と （ と り わけ救急外来を 利用す

る こ と ） は、 外来ひっ 迫の一因と なる こ と から 、 こ れら を 目的と し た受診

は控えていただく よう 、 改めて周知するこ と が望まし い。  

 

( 3)  医療機関等情報支援システム（ G-MI S） の活用 

○ 医療機関等情報支援システ ム（ G-MI S） について、 新型コ ロ ナ感染の疑

いのある 外来患者への診療・ 検査の状況等の入力ができ る 日次調査の機能

は継続し ている。 都道府県においては、 医療機関における ひっ 迫状況の把

握に当たり 、 感染状況を踏まえ、 管轄下の医療機関に対し て G-MI S への入

力を 依頼する等、 活用さ れたい。 なお、 本年 11 月末までに G-MI Sの改修を

予定し ており 、 その後の取扱いについては追っ て通知する予定である。  

    

３ ． 入院医療体制 

( 1)  基本的考え方 

○ 入院医療体制については、 本年３ 月末までに、 幅広い医療機関において

新型コ ロ ナの入院患者を 受け入れる 通常の医療提供体制に移行し たと こ ろ

である が、 各都道府県においては、 今冬に想定さ れる 感染拡大に備え、 機

能に応じ て各医療機関で新型コ ロ ナ患者の入院受入れ体制の構築を 進めて

いただく よう 、 あら ためて管下の医療機関等に周知いただき たい。  

 

 ○ その際、 感染症法第 38 条第２ 項の規定に基づき 都道府県知事の指定を受

けている 第一種協定指定医療機関は、 診療報酬の感染対策向上加算（ ※）

においても 、 将来の新興感染症への備え等が評価さ れている 医療機関であ

り 、 また、 こ れまでに医療措置協定の締結を 進めてき たこ と から 、 各都道

府県においては、 新型コ ロ ナ患者の入院受入れについて、 第一種協定指定

医療機関に協力を依頼するこ と も 考えら れる。  

   なお、 本年３ 月 31 日において現に感染対策向上加算の届出を 行っ ている

保険医療機関においては、 本年 12 月 31 日までの間に限り 、 第一種協定指

定医療機関又は第二種協定指定医療機関（ 発熱外来を 行う も の） に係る施

設基準に該当するも のと みなすこ と が可能と なっ ており 、 本年 12 月 31 日

までの間に協定締結を 検討する 医療機関も あると 考えら れる ほか、 厚生労

働省においては、 医療機関が病床確保の医療措置協定に対応する ための財
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政支援を 実施し ている こ と から 、 各都道府県においては、 引き 続き 、 管内

の医療機関と の協定締結を 進めていただき たい。  

 （ ※） 感染対策向上加算１ の施設基準（「 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する 手

続き の取扱いについて」（ 令和６ 年３ 月５ 日付け保医発 0305 第５ 号） よ り 当該施設基準

の一部を 抜粋）  

第 21 感染対策向上加算 

１  感染対策向上加算１ の施設基準 

( ２ )   感染防止対策部門内に以下の構成員から なる 感染制御チームを 組織し 、 感染

防止に係る日常業務を 行う こ と 。  

ア  感染症対策に３ 年以上の経験を 有する 専任の常勤医師（ 歯科医療を 担当   

する保険医療機関にあっ ては、 当該経験を 有する 専任の常勤歯科医師）  

イ  ５ 年以上感染管理に従事し た経験を 有し 、 感染管理に係る 適切な研修を 修了

し た専任の看護師 

ウ ３ 年以上の病院勤務経験を 持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師 

エ ３ 年以上の病院勤務経験を 持つ専任の臨床検査技師 

アに定める医師又はイ に定める 看護師のう ち １ 名は専従である こ と 。 なお、

感染制御チームの専従の職員について は、 抗菌薬適正使用支援チームの業務

を 行う 場合及び感染対策向上加算２ 、 感染対策向上加算３ 又は外来感染対策

向上加算に係る 届出を 行っ た他の保険医療機関に対する 助言に係る 業務を 行

う 場合及び介護保険施設等又は指定障害者支援施設等から の求めに応じ 、 当

該介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に対する 助言に係る 業務を 行う

場合には、 感染制御チームの業務について専従と みなすこ と ができ る 。 ただ

し 、 介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に赴いて 行う 助言に携わる 時

間は、 原則と し て月 10 時間以下である こ と 。  

当該保険医療機関内に上記のアから エまでに定める者のう ち １ 名が院内感染

管理者と し て配置さ れている こ と 。 な お、 当該職員は「 Ａ ２ ３ ４ 」 に掲げる

医療安全対策加算に規定する 医療安全管理者と は兼任で き ないが、 第２ 部通

則７ に規定する 院内感染防止対策に掲げる 業務は行う こ と ができ る。  

また、 アに掲げる 常勤医師については、 週３ 日以上常態と し て勤務し ており 、

かつ、 所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を 行っ ている 専任の非常勤医師

（ 感染症対策に３ 年以上の経験を 有する 医師に限る 。） を ２ 名組み合わせる こ

と によ り 、 常勤医師の勤務時間帯と 同じ 時間帯にこ れら の非常勤医師が配置

さ れている 場合には、 当該２ 名の非常勤医師が感染制御チームの業務に従事

する場合に限り 、 当該基準を 満たし ている こ と と みなすこ と ができ る 。  

( ６ )  ( ２ ) のチームによ り 、 職員を 対象と し て、 少なく と も 年２ 回程度、 定期的に院

内感染対策に関する 研修を 行っ ている こ と 。 なお当該研修は別添２ の第１ の３

の( ５ ) に規定する安全管理の体制確保のための職員研修と は別に行う こ と 。  

( ７ )  ( ２ ) のチームによ り 、 保健所及び地域の医師会と 連携し 、 感染対策向上加算２

又は３ に係る 届出を 行っ た保険医療機関と 合同で 、 少なく と も 年４ 回程度、 定

期的に院内感染対策に関する カ ン フ ァ レ ン スを 行い、 その内容を 記録し ている

こ と 。 また、 こ のう ち 少なく と も １ 回は、 新興感染症の発生等を 想定し た訓練

を 実施する こ と 。  

( 15)  感染症法第 38 条の第２ 項の規定に基づき 都道府県知事の指定を 受けている 第

一種協定指定医療機関である こ と 。  

( 16)  新興感染症の発生時等に、 感染症患者を 受け入れる こ と を 念頭に、 汚染区域や

清潔区域のゾーニングを 行う こ と ができ る 体制を 有するこ と 。  
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( 2)  地域における医療機関間の役割分担の確認・ 明確化 

 ○ 感染拡大局面において、 特定の医療機関に負担を 偏ら せないよ う にする

ため、 あら ためて、 地域での役割分担の確認・ 明確化を し ておく こ と が重

要である 。 特に、 円滑な 入院調整を 行う ためには、 症状悪化の際の転院

（ いわゆる上り 搬送） を 担う 医療機関、 症状軽快の際の転院（ いわゆる下

り 搬送） を 担う 医療機関、 特別な配慮が必要な患者（ 妊産婦、 小児、 障害

児者、 認知症患者、 がん患者、 透析患者、 精神疾患を 有する 患者、 外国人

等） の受入れを 担う 医療機関などの医療機関間の役割分担が重要である。  

 

 ○ こ のため、 こ れまでの新型コ ロ ナの対応を 通じ て構築さ れた医療機関間

での連携体制、 ノ ウハウについては、 今後の感染拡大局面においても 重要

であり 、 救急搬送増加への対応にも 資する こ と から 、 地域での実情等を踏

まえつつ、 医療関係者、 消防関係者等と の間で、 医療機関間の役割分担を

改めて確認するこ と が重要である。  

 

○ なお、 緊急性の乏し い転院搬送については、 本来、 消防機関が実施する

も のではないため、 医療機関が所有するいわゆる 病院救急車、 消防機関が

認定する患者等搬送事業者等を 活用するこ と を検討するこ と 。  

（ 参考） 転院搬送における救急車の適正利用の推進について 

・「 転院搬送における救急車の適正利用の推進について」（ 平成 28 年３ 月 31 日付け消

防救第 34 号消防庁次長、 医政発 0331 第 48 号厚生労働省医政局長連名通知）  

 

( 3)  医療機関等情報支援システム（ G-MI S） の活用 

○ 医療機関等情報支援システ ム（ G-MI S） について、 新型コ ロ ナ患者の受

入可能病床数及び新型コ ロ ナ入院患者を 受け入れた場合の入院患者数の入

力ができ る日次調査の機能は継続し ている 。 都道府県においては、 医療機

関における入院者数等を 把握する ため、 感染状況を 踏まえ、 管轄下の医療

機関に対し て G-MI S への入力を依頼する等、 活用さ れたい。 なお、 本年 11

月末までに G-MI S の改修を 予定し ており 、 その後の取扱いについては追っ

て通知する予定である。  

 

( 4)  都道府県による入院先決定への協力の検討 

○ 新型コ ロ ナ患者については、 引き 続き 、 原則、 医療機関間で入院先の決

定（ 入院調整） を 行う こ と と し ている が、 都道府県においては、 感染拡大
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局面において、 地域の実情を 踏まえ、 G-MI S の活用等を 通じ て入院先の決

定への協力や支援等を 行う こ と を 検討さ れたい。  

 

( 5)  院内感染対策の徹底 

○ 院内感染対策については、 手指衛生の徹底、 適切な個人防護具の着用、

ゾーニングや室内換気の徹底が重要である。  

    こ う し た院内感染対策の例は「 診療の手引き （ ※）」 においても 、 記載

し ているため、 適宜活用・ 周知さ れたい。  

 （ ※）「 新型コ ロ ナウイ ルス感染症 COVI D-19 診療の手引き  第 10. 1 版」（ p. 59～64） 参照 

ht t ps: //www. mhl w. go. j p/cont ent /001248424. pdf  

 

４ ． 地域住民等に対する 基本的な感染対策の再周知 

  ○ 新型コ ロ ナウイ ルス感染症の感染予防には、 換気、 手洗い・ 手指消毒な

どの基本的な感染対策が有効である。 特に、 高齢者や基礎疾患のある 方が

感染すれば重症化リ スク も 高まる ため、 通院や高齢者施設を 訪問する 時な

どは、 感染予防と し てマスク の着用が効果的である。 帰省等で高齢の方と

会う 場合や大人数で集まる 場合は、 感染予防を 心掛け体調を 整える よ う に

するこ と がポイ ント と なる。  

    こ う し た感染対策のポイ ン ト については、 厚生労働省のホームページ

（ ※） や SNS 等において周知し ており 、 こ れら のツールを 活用をし ながら 、

地域住民等への周知を お願いする。  

（ ※） 厚生労働省ウェ ブサイ ト 「 基本的な感染症対策」 参照 

ht t ps: //www. mhl w. go. j p/st f /sei sakuni t sui t e/bunya/0000164708_ 00001. ht ml  

 ○ また、 こ の秋冬から 、 重症化予防を 目的と し て新型コ ロ ナウイ ルス感染

症の定期接種を 開始し ている。 現在、 新型コ ロナウイ ルスは、 JN. 1 系統の

下位系統である KP. 3 系統と その下位系統が主流と なっ ていると こ ろ 、 今シ

ーズンの定期接種に用いら れているのは JN. 1 系統に対応し たワク チンであ

り 、 現在の流行株に対する 有効性が期待さ れている。 今冬の感染拡大に備

え、 定期接種の対象である 高齢者等の重症化リ スク の高い方に接種を ご検

討いただける よう 、 周知を お願いする 。 なお、 昨年度までと は異なり 、 自

治体によ っ ては接種券を 配布し ていない場合も あるが、 接種券がなく と も

ワク チン接種は可能である旨、 あわせて周知いただき たい。  

   周知の際の留意点や、 周知に活用でき る 資料については、 厚生労働省か

ら 事務連絡（ ※） を 発出し ており 、 参考にさ れたい。  

（ ※）「 新型コ ロ ナウイ ルス感染症に係る 定期の予防接種の実施にあたっ ての留意点について

https://www.mhlw.go.jp/content/001248424.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
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（ 依頼）」（ 令和６ 年 10 月 24 日付け厚生労働省健康・ 生活衛生局感染症対策部予防接種課

事務連絡）  

ht t ps: //www. mhl w. go. j p/cont ent /10900000/001321043. pdf  

 

５ ． 高齢者施設等における対応 

【 高齢者施設等における 対応】  

 ○ 高齢者施設等については、 重症化リ スク が高い高齢者が多く 生活し てい

る こ と を 踏まえ、 入院が必要な高齢者が適切かつ確実に入院でき る 体制を

確保する と と も に、 感染症対応に円滑につながる よう 、 平時から の取組を

強化し つつ、 施設等における 感染対策の徹底、 医療機関と の連携強化、 療

養体制の確保等の取組を 自治体や関係団体の協力のも と 進めてき たと こ ろ 。  

 今後の感染拡大に備え、 こ れまでに構築し た医療機関と の連携体制等に

ついては、 引き 続き 確保いただき たい。  

 

○ その際、 感染対策向上加算の届出を し ている医療機関においては、 施設

基準において、 介護保険施設等から 求めがあっ た場合には当該施設等に赴

いて実地指導等、 感染対策に関する 助言を 行う と と も に、 院内感染対策に

関する 研修を 合同で実施する こ と が望まし い、 と さ れている こ と から 、 特

に当該医療機関の協力を依頼するこ と も 考えら れる。  

 

○ また、 令和６ 年度介護報酬改定において、 高齢者施設等における感染症

対応力の向上を 目的と し て、「 高齢者施設等感染対策向上加算」（ ※） が創

設さ れた。 本加算の取得を 推進する こ と によ り 、 平時における感染対策及

び医療機関と の連携体制の確保を 更に進めていただき たい。  

※ 高齢者施設等感染対策向上加算（ Ⅰ） の算定要件は下記①～③のと お

り であり 、 こ のう ち 、 ②については、 上記のこ れまでの新型コ ロナに係

る医療機関と の連携体制を 引き 続き 確保し ているこ と を 算定の要件と し

ている。  

① 新興感染症への対応と し て、 第二種協定指定医療機関と の連携体制

を構築し ているこ と  

② その他の感染症（ 新型コ ロ ナ含む） への対応と し て、 協力医療機関

等と の連携体制を 構築し ているこ と  

③ 感染症対策にかかる一定の要件を 満たす医療機関等や地域の医師会

が行う 感染対策に関する 研修又は訓練に１ 年に１ 回以上参加し ている

こ と  

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001321043.pdf
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○ さ ら に、 高齢者施設等における 感染対策については、 こ れまでも 徹底し

ていただいている と こ ろ である が、「 介護現場における 感染対策の手引き

（ 第３ 版）」 や「 高齢者施設等における 感染対策等について」（ 令和５ 年４

月 18 日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡） において高齢者

施設等における感染対策と し て重要と 考えら れる 点を まと めている ため、

あら ためて周知いただき たい。  

・「 介護現場における感染対策の手引き （ 第３ 版）」  

ht t ps: //www. mhl w. go. j p/cont ent /12300000/001149870. pdf  

・「 高齢者施設等における感染対策等について」（ 令和５ 年４ 月 18 日付け事務連絡）  

ht t ps: //www. mhl w. go. j p/cont ent /001089956. pdf  

 

【 障害者施設等における 対応】  

 ○ 障害者施設等についても 、 上述の高齢者施設等における 対応と 同様、 感

染症対応に円滑につながる よ う 、 平時から の取組を 強化し つつ、 施設等に

おける 感染対策の徹底、 医療機関と の連携強化、 療養体制の確保等の取組

を 自治体や関係団体の協力のも と 進めてき たと こ ろ 。  

引き 続き 、 今後の感染拡大に備え、 こ れまでに構築し た医療機関と の連

携体制等については、 引き 続き 確保いただき たい。   

  

 ○ また、 令和６ 年度障害福祉サービ ス等報酬改定において、 障害者施設等

における 感染症対応力の向上を 目的と し て、「 障害者支援施設等感染対策

向上加算」（ ※） が創設さ れた。 本加算の取得を 推進する こ と によ り 、 平

時における感染対策及び医療機関と の連携体制の確保を 更に進めていただ

き たい。   

 ※ 障害者支援施設等感染対策向上加算（ Ⅰ） の算定要件は下記①～③の

と おり であり 、 こ のう ち、 ②については、 上記のこ れまでの新型コ ロナ

に係る 医療機関と の連携体制を 引き 続き 確保し ているこ と を 算定の要件

と し ている。  

  ① 新興感染症への対応と し て、 第二種協定指定医療機関と の連携体制

を構築し ているこ と   

  ② その他の感染症（ 新型コ ロ ナ含む） への対応と し て、 協力医療機関

等と の連携体制を 構築し ているこ と   

  ③ 感染症対策にかかる 一定の要件を 満たす医療機関等や地域の医師会

が行う 感染対策に関する 研修又は訓練に１ 年に１ 回以上参加し ている

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001089956.pdf
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こ と  

  

 ○ さ ら に、 障害者施設等における 感染対策については、 こ れまでも 徹底し

ていただいている と こ ろ である が、 厚生労働省のホームページ（ ※） にお

いて、 障害福祉サービ ス施設・ 事業所職員のための感染対策マニュ アル等

を 公表し ているため、 あら ためて周知いただき たい。   

（ ※） 厚生労働省ウェ ブサイ ト 「 感染対策マニュ アル・ 業務継続ガイ ド ラ イ ン等」 参照 

    ht t ps: //www. mhl w. go. j p/st f /newpage_ 15758. ht ml  

 

６ ． その他  

【 検査について】  

 ○ 行政検査については、 新型コ ロ ナを 含む感染症全般について、 実施主体

である 都道府県等においてその必要性や範囲等を 判断し つつ、 実施し てい

ただき たい。 なお、 実施する 際には、 その実施から 結果の把握までを 迅速

に行う こ と が重要であるため、 検査機関や、 検査を 実施する 可能性のある

各種施設等と 連携を 密にし ていただく よう お願いする。  

 

 ○ 各自治体で実施し ていただいている ゲノ ムサーベイ ラ ン スについては、

「 新型コ ロナウイ ルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノ ム解析及び変

異株 PCR 検査について」（ 令和３ 年２ 月５ 日付け健感発 0205 第４ 号、 令和

６ 年 10 月 17 日最終改正） に基づいて、 引き 続き 実施いただき たい。 なお、

当該検査は、 行政検査と し て取り 扱う 。  

 

【 医薬品について】  

 ○ 新型コ ロ ナウイ ルス感染症等の対症療法薬と し て使用さ れる 解熱鎮痛薬、

鎮咳薬（ 咳止め）、 去痰薬、 ト ラ ネキサム酸や新型コ ロ ナウイ ルス感染症

治療薬については、 現時点において、 昨年同期以上の出荷量を 確保可能で

あり 、 また、 感染状況等に応じ て、 在庫の放出等によ り 更に出荷量を 増加

さ せる こ と も 可能な状況である 。 し かし ながら 、 冬の感染拡大に対応し 、

必要な患者に必要な医薬品が広く 行き 渡る よ う 、 以下の点について、 周知

を お願いし たい。  

①医療機関及び薬局におかれては、 感染症対症療法薬等について、 過剰な

発注を 控えていただき 、 当面の必要量に見合う 量のみの購入を お願いし

たいこ と 。  

②薬局におかれては、 処方さ れた感染症対症療法薬等について、 自ら の店

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html
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舗や系列店舗だけでは供給が困難な場合であっ ても 、 地域の薬局間にお

ける連携により 可能な限り 調整をし ていただき たいこ と 。  

③卸売販売業者及び薬局におかれては、 感染症対症療法薬等について、 需

給状況を 踏まえて適切な在庫を 確保する 等、 必要な措置を 講じ ていただ

き たいこ と 。 なお、 卸売販売業者におかれては営業所単位でも 適切な在

庫を 確保いただく など、 可能な限り 迅速に供給でき る体制を 整えていた

だき たいこ と 。  

④医療機関及び薬局におかれては、 医薬品の供給状況によ っ て、 他社製品

や代替薬の使用についても 考慮し ていただき たいこ と 。 なお、 医療用医

薬品の供給状況については、 厚生労働省のウェ ブサイ ト において参照可

能である。  

ht t ps: //www. mhl w. go. j p/st f /sei sakuni t sui t e/bunya/kenkou_ i r you/i r

you/kouhat u-i yaku/04_ 00003. html  

  

 ○ 感染症対症療法薬については、「 医療用解熱鎮痛薬等の安定供給に関す

る 相談窓口（ ※）」 の活用についても 、 あら ためて管下の医療機関や薬局

に周知いただき たい。  

（ ※） 医療用解熱鎮痛薬等の安定供給に関する相談窓口について（ 令和５ 年９ 月 29 日付

け厚生労働省医政局医薬産業振興・ 医療情報企画課事務連絡）  

ht t ps: //www. mhl w. go. j p/cont ent /10807000/001151654. pdf  

 

【 抗原定性検査キッ ト について】  

 ○ 抗原定性検査キッ ト については、 現時点において製造販売業者に一定程

度の在庫があるほか、 今後生産量等が一定程度増加する見込みも ある 状況

である 。 今後、 冬の感染拡大に備える 観点から 、 以下の点について、 周知

を お願いし たい。  

①医療機関や薬局におかれては、 一定期間内に必要と なる 数量を 見据えて、

必要な数量を あら かじ め計画的に発注いただき たいこ と 。  

②発注に当たっ ては、 こ れまでの感染拡大における必要量を 踏まえながら 、

過剰な発注を 控えていただき たいこ と 。  

③供給状況によ っ ては、 他社製品の使用についても 考慮し ていただき たい

こ と 。 なお、 各製造販売業者における 在庫状況及び各医薬品卸売販売業

者における 取扱状況については、 厚生労働省のウェ ブサイ ト において参

照可能である。  

ht t ps: //www. mhl w. go. j p/cont ent /10800000/001335725. pdf  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/ir
https://www.mhlw.go.jp/content/10807000/001151654.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001335725.pdf
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【 新型コ ロナワク チンの定期接種の実施時期について】  

○ 新型コ ロ ナワク チン の定期接種については、 重症化予防を 目的と し てお

り 、 こ れまで冬にかけて感染拡大が見ら れている こ と 等から 、 秋冬に実施

し ている 。 先般、「 季節性イ ン フ ルエン ザワク チン 及び新型コ ロ ナワク チ

ンの定期の予防接種における接種時期等について」（ 令和６ 年 11 月 20 日付

け厚生労働省健康・ 生活衛生局感染症対策部予防接種課事務連絡） にてお

示し し たと こ ろ である が、 定期接種を 受ける こ と を 希望さ れる方が、 令和

７ 年１ 月以降も 確実に接種でき る よ う 、 地域医師会等と も 相談の上、 同月

以降も 今年度の定期接種の費用助成期間と する等、 十分な対応を お願いす

る。  

なお、 各新型コ ロ ナワク チン 製造販売業者から は、 今年度の定期接種に

用いる新型コ ロナワク チンについて、 約 3, 002 万回分が既に市場へ供給さ

れ、 11 月 22 日 （ 金） 現在では約 2, 421 万回分の流通在庫がある旨の報

告を 受けている。 こ のため、  今年度の新型コ ロナワク チンは、 引き 続き 安

定的に供給でき る見込みである。  



事 務 連 絡

令和６ 年 12 月 17 日

都 道 府 県

各 保健所設置市 衛生主管部（ 局） 御中

特 別 区

厚生労働省医政局医薬産業振興・ 医療情報企画課

今般の感染状況を 踏まえた感染症対症療法薬の安定供給について（ 協力依頼）

平素より 厚生労働行政の推進にご理解ご協力を 賜り 、 厚く 御礼申し 上げます。

新型コ ロ ナウイ ルス感染症等の対症療法薬と し て使用さ れる 解熱鎮痛薬、 鎮

咳薬（ 咳止め）、 去痰薬、 ト ラ ネキサム酸（ 以下「 感染症対症療法薬」 と いう 。）

については、現時点において、昨年同時期以上の出荷量を 確保するこ と は可能で

あり 、 また、感染状況等に応じ て、在庫の放出等により 更に出荷量を 昨年同期の

約 1. 2 倍まで増加さ せるよう 調整するこ と も 可能な状況です。

し かし 、感染症の流行状況を 見ると 、イ ンフ ルエンザ及び新型コ ロナウイ ルス

感染症の定点当たり の報告数は増加傾向にあり 、 今後想定さ れる感染拡大にも

対応でき るよう 対策を行う 必要があり ます。

さ ら に、今年度は、マイ コ プラ ズマ肺炎及び手足口病の定点当たり の報告数が

過去５ 年間の同時期の平均と 比較し てかなり 多い状況であり 、 こ れら の感染症

全てに対応する ためには、 昨年以上の感染症対症療法薬の確保が必要な状況で

す。

そのため、別添の「 今般の感染状況を 踏まえた感染症対症療法薬の増産につい

て（ 協力依頼）」（ 令和６ 年 12 月 17 日医薬産業振興・ 医療情報企画課事務連絡）

において、 医薬品の製造販売業者に対し て感染症対症療法薬の増産を 要請し た

と こ ろ ですが、増産には一定のリ ード タ イ ムが必要と なるため、今後感染症の急

激な流行が見ら れた場合には、増産さ れた医薬品の出荷が始まるまでの間、感染

症対症療法薬の需給が逼迫するおそれがあり ます。

こ のよう な状況について、貴管下関係医療機関、薬局及び医薬品卸売販売業者

等に対し て周知いただく と と も に、 限ら れた医療資源を 必要な患者に適切に供

給でき るよう 、感染症対症療法薬が安定的に供給さ れるまでの間、下記について、

周知を お願いし たく 存じ ます。

別添３



記

１ ．医療機関及び薬局におかれては、感染症対症療法薬について、過剰な発注を

控えていただき 、 当面の必要量に見合う 量のみの購入をお願いし たいこ と 。

２ ．その際、卸売販売業者におかれては、今冬における各医療機関等への感染症

対症療法薬の販売量については、 各医療機関及び薬局における昨年同期の入

荷量の約 1. 2 倍を 上限量の目安と し ていただき 、 感染症対症療法薬の適切な

配分に努めていただき たいこ と 。

３ ．医療機関におかれては、 感染症対症療法薬については、感染症の治療に当た

っ て初期から の長期処方を 控えていただく ほか、 喘息等の感染症以外の呼吸

器疾患の治療に対する 過剰な長期処方についても 可能な限り 控えていただく

等、 医師が必要と 判断する患者への最少日数での処方に努めていただき たい

こ と 。また、その際に残薬の有効活用についても 併せてご検討いただき たいこ

と 。

４ ．薬局におかれては、処方さ れた感染症対症療法薬について、 自ら の店舗や系

列店舗だけでは供給が困難な場合であっ ても 、 地域の薬局間における連携に

より 可能な限り 調整を し ていただき たいこ と 。

５ ．卸売販売業者及び薬局におかれては、感染症対症療法薬について、需給状況

を踏まえて適切な在庫を確保する等、 必要な措置を講じ ていただき たいこ と 。

なお、 卸売販売業者におかれては営業所単位でも 適切な在庫を 確保いただく

など、 可能な限り 迅速に供給でき る体制を整えていただき たいこ と 。

６ ．医療機関及び薬局におかれては、医薬品の供給状況によっ て、他社製品や代

替薬の使用についても 考慮し ていただき たいこ と 。なお、医療用医薬品の供給

状況については、 厚生労働省のウェ ブサイ ト において参照可能であるこ と 。

ht t ps: //www. mhl w. go. j p/st f /sei sakuni t sui t e/bunya/kenkou_ i r you/i r you/k

ouhat u-i yaku/04_ 00003. ht ml

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/k


事 務 連 絡

令和６ 年 12 月 17 日

日本製薬団体連合会 御中

厚生労働省医政局医薬産業振興・ 医療情報企画課

今般の感染状況を 踏まえた感染症対症療法薬の増産について（ 協力依頼）

平素より 厚生労働行政の推進にご理解ご協力を 賜り 、 厚く 御礼申し 上げます。

感染症の流行状況を 見る と 、 イ ンフ ルエンザ及び新型コ ロナウイ ルス感染症

の定点当たり の報告数は増加傾向にあり 、 今後想定さ れる 感染拡大にも 対応で

き るよう 対策を行う 必要があり ます。

さ ら に、今年度は、マイ コ プラ ズマ肺炎及び手足口病の定点当たり の報告数が

過去５ 年間の同時期の平均と 比較し てかなり 多い状況であり 、 こ れら の感染症

全てに対応する ためには、 昨年以上の感染症対症療法薬の確保が必要な状況で

す。

つき まし ては、貴会におかれまし ては、今般の感染状況下においても 必要な医

薬品が安定的に供給さ れる よう 、 新型コ ロ ナウイ ルス感染症等の対症療法薬と

し て使用さ れる感染症対症療法薬（ 解熱鎮痛薬、 鎮咳薬（ 咳止め）、 去痰薬、 ト

ラ ネキサム酸） について、まずは在庫の放出等により 出荷量を 増加さ せつつ、併

行し て、 感染状況等を 踏まえ、 先を見据えた上で適切に増産を 行い、 さ ら に、 早

期の納品を 行う 等、 必要な措置を 講じ ていただき ますよ う 貴会傘下の会員に対

し て周知を お願いいたし ます。

なお、令和６ 年度補正予算において、 感染症対症療法薬等について、増産に必

要な設備整備費及び人件費に対し て緊急的に補助を 行う 事業を 実施するこ と と

し ており ますので、 適宜当該事業も 活用いただき ますよう お願いいたし ます。

別添


